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予 防 関 係 
 

火災について 

 

 筑西広域管内における平成２８年度の出火件数は８７件で、前年度と比較して

７件増加しています。 

損害額は３億２，７３４万円で前年度に比べ１億１，６５７万円の増加となっ

ています。 

  火災種別では、建物からの出火件数が４４件で、全体の５１％と多くを占めて

います。出火原因別では、たき火によるものが全体の２２％を占めており、次に

放火（疑いを含む）が１１％となっています。たき火については、ひとりひとり

が責任を持って消火まで立ち会う事が大切ですが、放火予防対策としては、地域

住民が危機意識を持つことが重要です。放火を防ぐために、人が侵入しやすい場

所は施錠の管理をきちんと行うこと、照明器具を設置し暗がりを作らないこと、

建物の周囲に燃えやすい物を放置しないことを心掛けましょう。 

平成２８年度における火災による死傷者は、死者は６名（増減なし）、負傷者

は２０名（６名増加）となっていますが、高齢者が占める割合が多く、今後の高

齢化の進展とともにさらに増加することが懸念される状況にあります。 

このため、現在すべての住宅を対象として住宅用火災警報器等の設置及び維

持が義務づけられています。 
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火災概要（平成２８年度） 

 

 

 

主な出火原因（平成２８年度） 
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市別火災種別 

         （平成２８年度） 

 

 

地区別出火件数 

（平成２８年度） 
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市別火災状況 

（平成２８年度） 

        市別 

種別 
単位 計  筑西市  結城市  桜川市  

建
物
焼
損
棟
数 

全焼 

棟 

33 18 8 7 

半焼 5 4 0 1 

部分焼 25 18 6 1 

ぼや 21 8 9 4 

合計 84 48 23 13 

焼
損
面
積 

床面積 

㎡ 

4,909 2,159 2,133 617 

表面積 213 187 23 3 

合計 5,122 2,346 2,156 620 

林野焼損面積 ａ 7 3 0 4 

罹
災
世
帯 

全損 

世帯 

11 6 3 2 

半損 3 2 0 1 

小損 17 13 2 2 

合計 31 21 5 5 

罹災者数 人 87 63 12 12 

損
害
額 

建物火災 

千円 

296,690 161,975 108,935 25,780 

林野火災 0 0 0 0 

車両火災 4,268 3,098 40 1,130 

その他の火災 26,383 16,729 0 9,654 

合計 327,341 181,802 108,975 36,564 

死
傷
者 

死者 

人 

6 4 1 1 

傷者 20 8 12 0 

合計 26 12 13 1 
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月別出火件数 （平成２８年度） 
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危険物 

 

 危険物は、その性質により第１類から第６類までに区分されています。 

このうち石油類を中心とした第４類の危険物が大半を占めており、危険物 

１,０４２施設のうち第４類を貯蔵し、又は取扱う施設が、１,００９施設あり、

９６．８％に及んでいます。 

 これらの施設においては、危険物取扱資格者以外の者だけの危険物の貯蔵又

は取扱いは禁止されています。そのため、危険物施設がある事業所等の従業員全

員が、危険物取扱者免状を取得するよう指導しています。 

 

 

平成２８年度危険物取扱者試験合格者数 

 

（筑西会場） 

第１回                    第２回 

総受験者数   ４２７人           総受験者数   ３８５人 

 

   合格者                    合格者 

甲 種      ２５人           甲 種      １０人 

乙 種（第４類） ７６人           乙 種（第４類） ５３人 

丙 種       ７人           丙 種       ６人 

その他      ４４人           その他      ４８人 

総合格者数   １５２人           総合格者数   １１７人 

 

 

（県全体） 

総受験者数     ９，１８９人 

 

            合格者 

甲 種         ３０８人 

乙種（第４類）   １，６２２人 

丙 種         ２３８人 

その他         ９７１人 

総合格者数     ３，１３９人 
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危険物規制対象施設数 

     （平成 29年 4月 1日現在） 

施設数 

区分 
設置許可施設 完成検査済証交付施設 

数
量
別 

5倍以下 346 346 

5倍を超え 10倍以下 245 245 

10 〃   50 〃 245 244 

50 〃   50 〃 90 90 

100 〃   150 〃 37 37 

150 〃  200 〃 27 26 

200 〃 1,000 〃 51 51 

1,000〃 5,000 〃 2 2 

5,000〃 10,000  〃 1 1 

10,000倍を超えるもの  0 0 

合  計 1044 1042 

種
別 

単
独 

第 1 類 3 3 

第 2 類 2 2 

第 3 類 1 1 

第 4 類 1010 1009 

第 5 類 7 7 

第 6 類 1 1 

混  在 20 19 

合  計 1044 1042 
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市別危険物施設数   （平成 29年 4月 1日現在）  

市別 

製造所等別 
筑西市 結城市 桜川市 合 計 

製造所 9 3 3 15 

貯
蔵
所 

屋   内 100 55 24 179 

屋外タンク 125 13 28 166 

屋内タンク 6 0  5 11 

地下タンク 71 40 32 143 

簡易タンク 0 0  0 0 

移動タンク 79 29 8 116 

屋   外 13 7 20 40 

取
扱
所 

給   油 112 43 49 204 

第一種販売  0  0 1 1 

一   般 105 38 24 167 

合   計 620 228 194 1042 

 

危険物施設立入検査状況    （平成 28年度）   

      区分 

製造所等別 

  査察件数 査察人員 

施設数 回数 検査割合 延べ 

製 造 所 15 5 33％ 20 

貯
蔵
所 

屋   内 179 64 35％ 256 

屋外タンク 166 86 51％ 344 

屋内タンク 11 3 27％ 12 

地下タンク 143 74 51％ 296 

簡易タンク 0 0 0％ 0 

移動タンク 116 80 68％ 320 

屋   外 40 28 70％ 112 

小計 670 340 50％ 1360 

取
扱
所 

給   油 204 110 53％ 440 

第一種販売 1 1 100％ 4 

一   般 167 72 43％ 288 

小計 372 183 49％ 732 

合   計 1042 523 50％ 2092 

 



 

53 

 

防火対象物 

 防火対象物は、消防法施行令別表第一により用途別に(１)項から(２０)項まで

に分類されています。字のとおり防火の対象となる物です。防火対象物は、用途

区分、構造、面積、階層、収容人員などの各基準に該当すると、消防法により消

防用設備等の設置義務や防火管理者の選任義務が生じます。しかし、一般の方に

はそのような義務はあまりなじみのあるものではないため、気づかないうちに

消防法令に違反していることがあるので、消防職員が定期的に立入検査を行い、

違反があった場合は速やかに改善していただくようお願いしています。 

建築確認同意事務処理件数 （平成２８年度） 

種 別 新 築 増 築 改 築 その他 合 計 

筑西市 １０８  ４ ０ ２ １１４ 

結城市  ６７  ３ １ ０  ７１ 

桜川市  １９  ７ ０ １  ２７ 

合  計 １９４ １４ １ ３ ２１２ 

 

火災予防条例等に基づく届出状況 （平成２８年度） 

            市  別 

項    目 合計 筑西市 結城市 桜川市 

圧縮アセチレンガス ６ ０ ０ ６ 

液化石油ガス貯蔵取扱 ２０ １４ ６ ０ 

喫煙・裸火使用、危険物品持込 １６ ６ ８ ２ 

防火対象物使用開始 ８５ ５６ １８ １１ 

炉、かまど、ボイラー乾燥設備 ３７ １９ １１ ７ 

ネオン管灯設備 ０ ０ ０ ０ 

発電、変電、蓄電池設備 ６６ ４４ ６ １６ 

水素ガス充てん気球 ０ ０ ０ ０ 

火災とまぎらわしい行為の届出 ２６６ １５５ ２３ ８８ 

煙火打ち上げ １８６ ７７ ２０ ８９ 

催物開催 １２ ６ １ ５ 

水道断減水 ３ ０ ０ ３ 

道路工事 ４１６ １７６ １５１ ８９ 

少量危険物貯蔵取扱 １１７ １０８ ６ ３ 

指定可燃物貯蔵取扱 ４ ３ １ ０ 

合計 １２３４ ６６４ ２５１ ３１９ 
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中・高層建築物状況 

（平成 29年 4月 1日現在） 

 

 

防火対象物 

   

棟数 

階 数 

4 5 6 7 8 9 10 

1 
イ 劇場・映画館・演芸場等         

ロ 公会堂・集会場 2 2       

2 

イ キャバレー・ナイトクラブ等         

ロ 遊技場・ダンスホール         

ハ 性風俗関連特殊営業店舗等         

ニ カラオケボックス等         

3 
イ 待合・料理店類         

ロ 飲食店 2 2       

4   百貨店・マーケット・店舗等         

5 
イ 旅館・ホテル・宿泊所 13 5 1 2 3 1  1 

ロ 寄宿舎・下宿・共同住宅 38 17 20    1  

6 

イ 病院・診療所・助産所 14 9 4 1     

ロ 社会福祉施設（入所施設） 3 2 1      

ハ 社会福祉施設（通所施設） 1  1      

ニ 幼稚園・盲学校・養護学校等         

7   小・中・高・大・各種学校類 25 23 2      

8   図書館・博物館類         

9 
イ 公衆浴場のうち熱気浴場類         

ロ イ以外の公衆浴場         

10   車両の停車場等         

11   神社・寺院・教会類 1 1       

12 
イ 工場・作業場 12 9 2 1     

ロ 映画・テレビスタジオ         

13 
イ 自動車車庫・駐車場 1   1     

ロ 飛行機の格納庫等         

14   倉庫 2 2       

15   前各項に該当しない事業場 21 12 8 1     

16 
イ 特定の複合用途防火対象物 27 16 8 1 1   1 

ロ イ以外の複合用途防火対象物 7 6  1     

17   重要文化財・重要民族資料館         

合      計 169 106 47 8 4 1 1 2 
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防火対象物数及び立入検査状況 

（平成２８年度） 

               区分 

 

 

防火対象物 

防火対象物 立入検査回数 実施割合 

1 
イ 劇場・映画館・演芸場等 4 5 125％ 

ロ 公会堂・集会場 207 85 41％ 

2 

イ キャバレー・ナイトクラブ等 1 0 0％ 

ロ 遊技場・ダンスホール 17 11 64％ 

ハ 性風俗関連特殊営業店舗等 0 0 0％ 

ニ カラオケボックス等 8 6 75％ 

3 
イ 待合・料理店等 16 11 68％ 

ロ 飲食店 110 32 29％ 

4   百貨店・マーケット・店舗等 288 177 61％ 

5 
イ 旅館・ホテル・宿泊所等 37 39 105％ 

ロ 寄宿舎・下宿・共同住宅 641 56 8％ 

6 

イ 病院・診療所・助産所 130 93 71％ 

ロ 社会福祉施設（入所施設） 84 81 96％ 

ハ 社会福祉施設（通所施設）・保育所 133 87 65％ 

ニ 幼稚園・盲学校・養護学校等 40 33 82％ 

7   小・中・高・大・各種学校等 257 84 32％ 

8   図書館・博物館等 8 3 37％ 

9 
イ 公衆浴場のうち熱気浴場等 0 0 0％ 

ロ イ以外の公衆浴場 2 1 50％ 

10   車両の停車場等 4 1 25％ 

11   神社・寺院・教会等 58 21 36％ 

12 
イ 工場・作業場 1,401 481 34％ 

ロ 映画・テレビスタジオ 0 0 0％ 

13 
イ 自動車車庫・駐車場 47 18 38％ 

ロ 飛行機の格納庫等 3 0 0％ 

14   倉庫 707 250 35％ 

15   前各項に該当しない事業場 698 186 26％ 

16 
イ 特定の複合用途防火対象物 219 80 36％ 

ロ イ以外の複合用途防火対象物 82 26 31％ 

17   重要文化財・重要民俗文化財等 45 23 51％ 

計 5,247 1,890 36％ 
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広報活動実施状況 

 (平成２８年度) 

 

署 別 

 

 

種 別 

計 

筑
西
消
防
署 

関
城
分
署 

明
野
分
署 

協
和
分
署 

結
城
消
防
署 

桜
川
消
防
署 

真
壁
分
署 

大
和
分
署 

防火映画会 ６１ ３０ １３ ０ ３ ０ ７ ６ ２ 

避難訓練等 ３３５ １０３ ３５ ２７ ２３ ７９ ２３ ３１ １４ 

署所見学 １９ ０ ０ ２ １ １０ ２ ２ ２ 

広報設備による広報 

(広報車含む) 
１２２ ３８ １７ ９ １６ １４ ８ １２ ８ 

広報用印刷物の配布 ６３ １０ ７ １６ ４ １０ ５ ６ ５ 

合  計（回） ６００ １８１ ７２ ５４ ４７ 
１１

３ 
４５ ５７ ３１ 

 

※ 消防本部対応防災センター見学 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日・・・・・５９件 

 

 

甲種防火管理者資格取得講習 

（平成２８年度） 

実施年月日 受講者数 修了証交付数 

平成２８年１０月２６日・２７日 ２１０ ２１０ 

 

 

甲種防火管理者再講習 

（平成２８年度） 

実施年月日 受講者数 修了証交付数 

平成  年  月 日   

※ 平成 28 年度は講習会なし 
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民間防火組織等外郭団体結成状況 

 

１ 防火クラブ                   (平成２９年４月１日現在) 

 婦人防火クラブ 幼年消防クラブ 少年消防クラブ 

筑西市  2 団体 108 名 12 団体 452 名 11 団体 449 名 

結城市 1 団体  32 名  7 団体 160 名  1 団体  20 名 

桜川市 1 団体  25 名  5 団体 607 名  5 団体 139 名 

小 計 ４ 団体 165 名 24 団体 1,219 名 17 団体 608 名 

合 計 ４５ クラブ        １，９９２人 

 

 

 

２ 危険物安全協会 

 (1) 筑西市危険物安全協会          会員事業所数 １９０ 

 (2) 結城市危険物安全協会          会員事業所数 １０９ 

 (3) 桜川市危険物安全協会          会員事業所数  ６１ 

合    計 ３６０ 

 

３ 防火管理協議会 

   筑西広域防火管理協議会          会員事業所数 ４５２ 
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住宅用火災警報器について 

 

 近年、住宅火災による年間の死者数は全国で１０００人～１２００人の間で推移し

ています。その中で６５歳以上の高齢者が占める割合は約７割であり、今後高齢化が

更に進む日本情勢から考えると、住宅火災による死者の増加が危惧されるところです。 

 平成１８年に消防法や火災予防条例の改正があり、平成２３年から、既存の住宅を

含む全ての住宅に住宅用火災警報器（以下、住警器という。）の設置が義務化されまし

た。これは、住宅火災による死者が発生した原因の多くが「逃げ遅れ」によるもので

あることから、火災の発生をいち早く察知し、逃げ遅れを未然に防ぐ目的で取り付け

るものです。実際に住警器を設置した効果としては、火災による被害が死者、焼損面

積及び損害額でおおむね半減したというデータがあり、非常に効果的であると言えま

す。 

 

 義務化されてからの設置率は下表のとおりです。設置率は年々増加しているものの、

全国平均設置率から見ると茨城県と筑西広域管内の設置率はまだまだ低いものであ

り、住宅火災による死者が発生しやすい状況であると言えます。 

 現在筑西広域消防本部では住民に対する広報活動を積極的に実施しています。しか

しながら、未だに住警器の設置が義務化されたことを知らない方が多くいることなど

もあり、今後も更なる広報活動を実施していく所存です。 

  
筑西広域 茨城県 全国 

Ｈ２８ ７９．０％ ７４．６％ ８１．２％ 

Ｈ２７ ７５．０％ ７１．４％ ８１．０％ 

Ｈ２６ ６７．７％ ６９．６％ ７９．６％ 

Ｈ２５ ６０．６％ ６４．３％ ７９．８％ 

Ｈ２４ ５９．７％ ５９．８％ ７７．５％ 

※筑西広域の調査方法は H25までが全戸調査、H26以降は無作為抽出よるにアンケート調査よるもの。 


